
 

令和５年度 

「特に優れた業績による返還免除」申込要領  
大学院第一種奨学生 

 

日本学生支援機構奨学金「特に優れた業績による返還免除」は，本人の申請に基づき，

定められた期間内に必要な手続を行うことで推薦内示数の範囲内で本学より推薦・選考

します。 
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大 阪 教 育 大 学 

＜お問い合わせ＞ 
原則メールで問い合わせを行うこと。メールでお問い合わせいただく際は，件名を「学籍番号 _

第一種奨学金返還免除について」とすること。 
様式１「業績優秀者返還免除申請書」に関する問い合わせは必ず「記入例」「３.提出書類 

（１）申請書」を確認の上，問い合わせること。 
業績証明に関する書類関する問い合わせは必ず「３.提出書類 （１）業績を証明する書類」「＜

返還免除の対象業績の内容・提出書類・注意点＞」を確認の上，問い合わせること。 
 
学生支援課奨学厚生係   
（取扱時間 平日９時～１２時，１３時～１７時） 
Mail syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp 
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申請を希望する方へ・・・ 
日本学生支援機構奨学生大学院第一種奨学金において，令和５年度中に奨学金の貸与が終了する者

を対象に，「特に優れた業績による返還免除」の推薦・選考を行います。希望者は，本要領に従い，所

定の期間内に申込手続（申請書類等の提出）を行ってください。 
 本学の選考により推薦された者について，再度，日本学生支援機構の審査を経て「免除」と認定さ

れた場合は，当該課程在学中に貸与を受けた第一種奨学金の「全額」または「一部（半額）」が免除さ

れます。 
 
１．申請資格〔※次の① ② ③全てを満たす者〕 
 ①大学院第一種奨学生（海外協定派遣対象の第一種奨学金も含む）で，令和５年度中に奨学金の貸

与が終了する者（令和６年３月貸与満期者及び年度途中貸与終了者。大学院の修了年度とは限り

ませんので注意してください。） 
 ②奨学金貸与期間中(休止期間も含む)に自分の専攻分野において，P.４～６＜返還免除の対象業績

の内容・提出書類・注意点＞に該当する業績を一つ以上挙げた者（業績は個人・団体を問いませ

ん。団体の場合は名簿等を添付のこと。） 
※修士論文のみの提出でも申請資格に該当し，必ずしも課程修了を要件とはしません。 

 ③「返還誓約書」を提出した者 
※申請者は，免除の申請に関わらず，日本学生支援機構奨学金の口座振替（リレー口座）の登録

が必要です。提出期限までに必ず登録してください。 
   注）令和６年度以降も在学する者は，返還免除の結果通知までの期間（参考 ５．推薦者選考結 

果の通知，６．返還免除認定者の発表），返還猶予を行うため，必ず「在学届」を令和６年４月１

日以降直ちに提出してください。これにより在学中の奨学金の返還が猶予されます。 
注）結果が判明するまでに，繰上返還は行わないようにしてください。既に，繰上返還をしてい

る方は，対象外です。 
 
２．提出書類 

※申請者が申請している業績の該当項目以外で大学が評価する場合があります。（授業科目の成績， 

学長表彰，学長特別表彰等） 

 
（１）申請書 記入例あり 

〇「業績優秀者返還免除申請書」（様式１表裏）に必要事項を全て入力してください。  
※手書きは不可 

〇EXCEL 形式で提出すること。 
〇「大学院における研究課題等」（様式１表） 

修士論文又は実践課題研究について，その題目及び概要を記入してください。 
〇「業績の種類」（様式１表裏） 

該当項目に記入例の通り業績内容を漏れなく記入し，「資料番号」欄に業績の証明書類に対応す

る資料番号（資料番号の付け方は記入例参照。ひとつの業績にひとつの資料となるようにして

ください。）を記入してください。 
また，提出した業績の中で も重要な業績には頭に「☆」をつけてください。さらに，業績の

種類が区分内（「学位論文その他の研究論文」などのこと）で複数ある場合は，区分内で も重

要な業績の前に〇を記載してください。※「☆」と「〇」が両方つくことは問題ありません。 
注）申請書類等に業績を記入しても，その業績の証明書類が未提出であれば，その業績は審査の 
対象外となります。 
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（２）業績を証明する書類 
〇準備する書類は，後掲の P.４～６ 「＜返還免除の対象業績の内容・提出書類・注意点＞」を

必ず確認の上，不足や不備がないように準備してください。提出書類として記載しているも

のは，全て必要です。不足や不備があり，指定した期日までに，修正がされなかった場合は，

業績として取り扱いません。 
〇申請する全ての業績について，以下の様式で書類を準備してください。 

・PDF 形式で提出すること。 
・学生本人の業績であることが確認できる証明書類を一つの業績に対して一つの PDF と 

なるよう提出してください。 
・PDF のページ数について，P. ４～６「＜返還免除の対象業績の内容・提出書類・注意点

＞」の注意点のあるページ数となるように注意してください。 
・PDF の名前は，「様式１に記載した資料番号_業績名」となるようにしてください。 
  例）１－１_修士論文，１－２_論文名，７－１_〇〇の TA での業績 など 
・申請することができる業績は，奨学金の貸与期間中のものに限ります。休学等での休止期

間中も貸与期間に含みます。 
・提出をうけた資料について，付番をいたしますので，編集のロックはかけないでください。 
 

 
３．申請書類等の提出・方法 

＜申請書類提出期限＞  
  令和６年２月５日（月） 正午【厳守】 
 
＜申請書類提出方法＞ 
  提出書類全てを Zip ファイルにまとめてメールに添付し syogaku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp に

提出すること。Zip ファイルの名称は「学生番号_氏名」とすること。 
提出書類のファイル名や形式については「２．提出書類」に記載の内容に従うこと。  

  件名は「学籍番号 _（提出）第一種奨学金返還免除の申請書類」とすること。 
 

メールでの提出がありましたら，２営業日以内でお送りいただいたメールに返信のかたちで受領

メールをお送りします。連絡がない場合は，０６—６７７５—３３０３にお電話ください。 
 
 
４．推薦者の選考方法 

日本学生支援機構からの推薦内示数の範囲内で，提出された業績優秀者返還免除申請書の記載内容 
とそれに基づく証明書類等により，本学の選考基準の各項目の総合判定と選考委員会の議を経て推薦

者を決定します。 
 
 
５．推薦者選考結果の通知 

令和６年５月中旬に申請者全員に郵送にて学内での選考結果を通知する予定です。「令和５年度業

績優秀者返還免除申請書」（様式１）の「学内選考結果送付先住所」欄に，令和６年５月時点で本人に

郵便が届く住所を記入してください。ただし，本学からの推薦が決まったとしても，日本学生支援機

構の審査により「免除」と認定されない場合があります。 
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６．返還免除認定者の発表 
 本学から推薦された方には，返還免除の認定結果が，令和６年７月下旬に日本学生支援機構から直 
接，通知されます。令和６年６月末時点でスカラネット PS に登録されている住所に送付されますの

で，令和６年４月以降スカラネット PS より登録住所を必ず確認して，転居などする場合は忘れずに

変更を行い，郵便局へ転送依頼をするようにしてください。 
 

《令和５年度における推薦内示数》 
大学院教育学研究科（修士課程） 

  大１名 
 大学院高度教職実践研究科（専門職学位課程） 
  大５名 
   
 
７．個人情報の保護について 
   申請書類から取得した個人情報は，日本学生支援機構奨学金大学院第一種奨学生「特に優れた

業績による返還免除」業務にのみ利用します。 
   上記個人情報については，法令に基づく場合を除き，目的外の利用及び第三者へ提供すること

はありません。また，一度提出した申請書類は，どのような事情があっても一切返却しませんの

で，ご了承ください。 
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＜返還免除の対象業績の内容・提出書類・注意点＞ 

 業績の内容  提出資料 提出にあたっての注意点 

１ 「学位論文その他 

の研究論文」に 

ついての業績 

修士論文 

※実践課題研究報告書は 

修士論文に該当しません 

〇以下，３点全てがわかる資料 

①申請者名 ②論文タイトル  

③論文内容の概要 

〇ひとつの業績あたり４ページ以下 

とすること。 

※論文内容の概要が複数ページに 

渡る場合には，１ページ目のみ提出 

してください。 
その他の研究論文 〇以下，４点全てがわかる資料 

①申請者名（著者名） ②論文タイトル  

③論文内容の概要  

④学術雑誌名及び発行日 

学会での発表 〇以下，６点全てがわかる資料 

①申請者名（発表者） ②題目  

③会議名 ④主催者名 ⑤発表日  

⑥表彰、受賞等 

論文及び学会発表による 

給付奨学金や外部資金の 

獲得 

〇以下，３点全てがわかる資料 

①申請者名 ②受賞、表彰内容及び日付 

③奨学金や外部資金の獲得状況 

競争的資金の獲得 〇以下，３点全てがわかる資料 

①申請者名 ②日付 

③民間財団等が公募している競争的資金 

 に係る証明書等 

２ 大学院設置基準第16条（昭和49年文部省令 

第28号）に定める特定の課題についての研究 

の成果 

  

３ 大学院設置基準第16条の2に定める試験及び 

審査の結果 

  

４ 「著書、データベースその他の著作物」に 

ついての業績 

〇以下，４点全てがわかる資料 

①申請者名（著者名） 

②著書、データベース等のタイトル  

③著書、データベース等の概要 ④発行日 

〇ひとつの業績あたり３ページ以下 

とすること。  

※著書、データベースの概要が複数 

ページに渡る場合には、最大ページ 

数（３ページ）以内で提出してくだ 

さい。 

５ 「発明」についての業績 〇以下，２点全てがわかる資料 

①申請者名（発明（考案）者名） 

②特許に関する項目 

〇ひとつの業績あたり３ページ以下 

とすること。 

６ 「授業科目の成績」

ての業績 

学業成績が優秀 不要（成績確定後学内間で取り寄せを行 

います。同意できない方は必ず申し出て 

ください。） 

〇ひとつの業績あたり２ページ以下 

とすること。 

〇※1について 

私学の場合は，専任教員として採用 

された場合のみとする。 

〇※2について 

指導教員に資格・採用試験と専攻 

分野との関連性，重要度等を明記 

してもらうこと。 

教員採用試験に合格する 

※1 

〇合格通知書 

専攻分野に関連した資格・ 

採用試験（研究職・専門職 

等）に合格する 

〇合格証又は通知書写 

〇業績優秀者返還免除に係る事情説明書 

【別紙１】※2 

他大学の大学院入学試験 

（後期博士課程及びこれに 

相当する課程）に合格する 

〇合格証又は通知書写 
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７ 「研究又は教育に 

係る補助業務の 

実績」についての 

業績 

ティーチングアシスタント 

（学内）※3 

〇研究又は教育に係る補助業務の実績説明書

【別紙２】※5 

〇ひとつの業績あたり２ページ以下 

とすること 

〇※3について 

出欠確認，配布物の印刷準備，回収 

などの事務補助業務のみを業務内容 

及び実績とするものについては認め 

ません。 

〇※4について 

障がい学生修学支援ルーム支援協力 

学生は補助業務として認めます。 

非常勤講師もこの区分で認めます。 

学校支援員，スクールサポーターは 

補助業務として認めません。 

大学の公開講座補助，更新講習補助， 

入試補助等，短期の業務については， 

補助業務として認めません。ただし， 

通常授業に係る補助業務は短期の 

ものであっても補助業務として認め 

ます。 

〇※5について 

記入例を確認すること。内容につい 

て客観的にみるため，授業担当教員 

等の業務管理者からの署名が必要 

となります。 

※6について 

記入例を確認すること。業務依頼主等， 

業務を管理している方に証明をしてもら 

うこと。 

ティーチングアシスタント 

（学外）※3 

〇研究又は教育に係る補助業務の実績説明書

【別紙２】※5 

 又は業務内容と実績が客観的にわかるもの

〇委嘱状又は在職証明書 

留学生チューター（学内） 不要。業績としてあがっている場合は， 

担当部署より手配をします。 

留学生チューター（学外） 〇研究又は教育に係る補助業務の実績説明書

【別紙２】※5 

 又は業務内容と実績が客観的にわかるもの

〇委嘱状又は在職証明書 

各学校機関等での教育補助 

業務 ※4 

〇研究又は教育に係る補助業務の実績説明書

【別紙２】※5 

又は業務内容と実績が客観的にわかるもの

〇人事異動通知書写 

又は在職証明書 

 又は業務期間・場所・報酬等について 

わかるもの※ 

又は業績優秀者返還免除に係る事情説明書

【別紙1】※6 

８ 「音楽，演劇， 

美術その他の芸術 

の発表会における 

成績」についての 

業績 

各コンクールでの成績および

出場実績※7 

〇以下，４点全てがわかる資料 

①申請者名 ②発表会名 ③日付 ④成績 

〇ひとつの業績あたり３ページ以下 

とすること。 

〇専門分野に関連した活動である 

こと。 

〇大学主催のものについては対象外と 

する。 

〇※7について 

地方コンクールの場合は入賞した 

場合のみ。 

個展，音楽会等の開催又は 

参加し評価される 

〇以下，４点全てがわかる資料 

①申請者名 ②発表会名 ③日付  

④活動が評価されたことが確認できる 

新聞又は雑誌等の写 

９ スポーツ競技会における成績※8 〇以下，４点全てがわかる資料 

①申請者名 ②競技会名 ③日付 ④成績 

〇ひとつの業績あたり３ページ以下 

とすること。 

〇専門分野に関連した活動であること。 

〇※8について 

地方競技会の場合は入賞した場合のみ。 

また，正式な形で連盟にコーチとして 

登録され，指導を行ったものに関する 

成績も業績とする。 



 - 6 - 

10 ボランティア活動その他の社会的貢献活動の 

実績 

〇業績優秀者返還免除に係る事情説明書 

【別紙１】※9 

〇以下，３点全てがわかる資料 ※10 

①申請者名 ②活動内容及び実績 ③日付 

又は業績優秀者返還免除に係る事情説明書 

【別紙１】※11 

〇ひとつの業績あたり３ページ以下 

とすること。 

〇専門分野に関連した活動であること 

〇無報酬であること。（交通費，昼食代 

程度の受け取りは認める） 

〇※9について 

記入例を確認すること。 

指導教員に活動内容と専攻分野との 

関連性を明記してもらうこと。 

〇※10について 

申請者が参加されたことの確認が 

取れない資料（写真や新聞記事など） 

は不備となりますので申請者本人が 

参加されたことが分かる資料（参 

加者名簿など）の提出をお願いしま 

す。 

〇※11について 

記入例を確認すること。※10にある 

書類が揃わない場合のみ。 

ボランティア活動の代表者などに証明 

してもらうこと。 
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（参考） 

日本学生支援機構奨学金評価基準 

業績の種類 機構が定める評価基準 

省令第３６条第１号に定める 

「学位論文その他の研究論文」 

学位論文の教授会での高い評価，関連した研究内容の学会で

の発表，学術雑誌への掲載又は表彰等，当該論文の内容が特に

優れていると認められること 

省令３６条第２号に定める 

「大学院設置基準（昭和４９年文部省令

第２８号）第１６条第１項に定める特定

の課題についての研究成果」 

特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が

教授会等で特に優れていると認められること 

省令第３６条第３号に定める 

「大学院設置基準第１６条の２に定め

る試験及び審査の結果」 

専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専

攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程

において修得し，若しくは涵養すべきものについての試験の結

果が教授会等で特に優れていると認められること，又は，博士

論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であっ

て当該前期の課程において修得すべきものについての審査の

結果が教授会等で特に優れていると認められること 

省令３６の第４号に定める 

「著書，データベースその他の著作物

（省令第３６条第１号及び第２号に掲

げるものを除く。）」 

専攻分野に関連した著書，データベースその他の著作物等

（省令第３６条第１号及び第前２号に掲げるものを除く。）が，

社会的に高い評価を受けるなど，特に優れた活動実績として評

価されること 

省令３６の第５号に定める 

「発明」 

特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得て

いると認められること 

省令３６の第６号に定める 

「授業科目の成績」 

講義・演習等の成果として，優れた専門的知識や研究能力を

修得したと教授会等で高く評価され，特に優秀な成績を挙げた

と認められること 

省令３６の第７号に定める 

「研究又は教育に係る補助業務の実績」 

リサーチアシスタント，ティーチングアシスタント等による

補助業務により，学内外での教育研究活動に大きく貢献し，か

つ特に優れた業績を挙げたと認められること 

省令３６の第８号に定める 

「音楽，演劇，美術その他の芸術の発表

会における成績」 

教育研究活動の成果として，専攻分野に関連した国内外にお

ける発表会等で高い評価を受ける等，特に優れた業績を挙げた

と認められること 

省令３６の第９号に定める 

「スポーツの競技会における成績」 

教育研究活動の成果として，専攻分野に関連した国内外にお

ける主要な競技会等で優れた結果を収める等，特に優れた業績

を挙げたと認められること 

省令３６の第１０号に定める 

「ボランティア活動その他の社会的貢

献活動の実績」 

教育研究活動の成果として，専攻分野に関連したボランティ

ア活動等が社会的に高い評価を受ける等，公益の増進に寄与し

た研究業績であると評価されること 

省令３６の第１１号に定める 

「その他機構が定める業績」 

大学院博士課程において，業務方法書第 16 条第 1 項又は第

19 条第 2 項の事由に該当することなく修業年限内で課程を修

了すること（修業年限内で課程を修了できないことが,災害,傷

病,感染症の影響その他のやむを得ない事由によるものと認め

られるときは,修業年限内で課程を修了したものとみなす。）。

ただし，修業年限の終期より前に貸与期間が終了となる場合

は，修了する見込みであること 

 




